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【足立区地域自立支援協議会権利擁護部会】会議概要 

会 議 名 令和７年度 第１回 【足立区地域自立支援協議会権利擁護部会】 

事 務 局 福祉部 障がい援護課、障がい福祉課 

衛生部 中央本町地域・保健総合支援課 

開催年月日 令和７年７月１６日（水） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後４時００分 

開 催 場 所 すこやかプラザあだち３階 研修室Ｅ  

出 席 者 別紙のとおり 

欠 席 者 別紙のとおり 

会 議 次 第 

１ 開会あいさつ 

２ 委員紹介 

３ 議事 

（１）部会長あいさつ及び権利擁護部会の活動計画について 

（２）足立区の虐待対応窓口について 

（３）障がい者虐待防止に関する意見交換 

（４）すこやかプラザあだちについて 

４ 事務連絡 

資 料 

資料１ 足立区地域自立支援協議会 第１回権利擁護部会 委員名簿 

資料２ 足立区地域自立支援協議会 権利擁護部会活動計画書 

資料３ 障がい者虐待の通報があった場合の流れ 

資料４ 「事例検討にあたって」及び事例（非公開） 

リーフレット「障がい者を虐待から守りましょう」 

リーフレット「～大切な人を守る、あなたを守る～成年後見制度」 

じぶんノート 

そ の 他 
公開状況：公開 

傍聴：１名 

様式第１号（第３条関係） 【公開用】 
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（協議経過） 

○佐々木事務局員 

 時間になりましたので、これから始めさ

せていただきます。本日司会を務めます、

障がい福祉課障がい施策推進担当の佐々木

でございます。よろしくお願いいたしま

す。 開催に先立ちまして、本日の資料の確

認をさせていただきます。 

【１】資料１ 足立区地域自立支援協議会 

第１回権利擁護部会 委員名簿 

【２】資料２ 足立区地域自立支援協議会 

権利擁護部会活動計画書 

【３】資料３ 障がい者虐待の通報があっ

た場合の流れ 

【４】資料４ 「事例検討にあたって」及

び事例 

【５】リーフレット「障がい者を虐待から

守りましょう」 

【６】リーフレット「～大切な人を守る、

あなたを守る～成年後見制度」 

【７】じぶんノート 

 

不足している資料がございましたらお手

を挙げいただければと思います。大丈夫で

しょうか。 本日、傍聴の方が１名、福祉の

実習生でいらっしゃっております。部会の

進行の中で個別事例を取り上げる場面があ

りますが、実習ということですので、この

まま出席をしていただき、進めさせていた

だきます。それでは、令和７年度足立区地

域自立支援協議会第１回権利擁護部会を開

会いたします。初めに、障がい援護課長よ

りごあいさつ申し上げます。お願いいたし

ます。 

 

１ 開会あいさつ 

〇柳瀬委員 

みなさまこんにちは。新しく障がい援護課

長となりました柳瀬でございます。本日はお

忙しいところ、権利擁護部会にご出席いただ

きまして誠にありがとうございます。当部会

におきましては、障がいのある方の権利を守

ることを目的に、成年後見制度や意思決定支

援、差別解消や合理的配慮、虐待防止などの

テーマについて関係機関のみなさまと共に

議論を重ねてきたところでございます。 昨

年度は委員のみなさまにご協力いただきま

したアンケート結果を元に、「意思決定支援」、

「成年後見制度」、「差別解消や合理的配慮」

を主なテーマとして、現場での実践例や、課

題を共有しながら検討を進めてきたところ

でございます。 そして今年度は、２カ年を

１期とする活動の後半にあたります。これま

での議論を整理し、具体的な方向性をまとめ

る大切な１年となるところでございます。本

日、本年度第１回目でございますけれども、

前年度で扱い切れなかったテーマとして「障

がい者虐待」および「養護者支援」を重点的

に取り上げてまいりたいと考えてございま

す。障がいのある方への虐待を未然に防ぎ、

早期に発見する体制の構築、また、養護者へ

の支援につきましても、関係機関と連携しな

がら実効性のある対策を検討してまいりま

す。本日はみなさまの現場でのご経験や、ご

意見などを聞かせいただきながら、当事者の

権利がより尊重される地域づくりに向けて、

引き続きご協力を賜れますと幸いです。それ

では、本日は長時間にわたりますがどうぞよ

ろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。 

 

２ 委員紹介 

〇佐々木事務局員 

続きまして、本日の委員の出欠について

ですが、ピアサポーターの成田委員と、花

畑共同作業所の吉田委員、オリーブ会の金

子委員は欠席です。足立区肢体不自由児者

父母の会の鈴木委員は遅れて出席と伺って

おります。年度が変わりまして人事異動の

関係で、希望の苑の堀田委員が今年度から

ご出席をいただくようになっております。

どうぞよろしくお願いいたします。 そし

て、オブザーバとして、障がい福祉課虐待

防止・事業者指導担当の小川係長と、障が

い福祉センター自立生活支援係長の中沢係

長が出席しております。 

次に、本日の進行についてご案内をいた

します。本日の部会では、会議内容及び発

言者の名前を議事録として後日区のホーム

ページで公開する予定でございます。その

ため、会議の内容を録音させていただいて

おりますのでご了承ください。また、こち

様式第２号（第３条関係） 
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らの会場の出入り口ですが、扉がオートロ

ックとなっておりまして、中からは出られ

ますが、外からは入場できないことになっ

ておりますので、途中にお手洗いなどで退

席される場合は事務局の方にお声かけいた

だければと思います。それではこれより議

事に移りたいと思います。ここからの議事

は平部会長に進行をしていただきます。平

部会長よろしくお願いいたします。 

 

３ 議事 

（１）部会長あいさつ及び権利擁護部会の

活動計画について 

〇平部会長 

 みなさまこんにちは。部会長を務めさせ

ていただいております、成年後見センター

あだちの平と申します。去年から権利擁護

部会を担当させていただいております。成

年後見センターなので、成年後見制度に関

わることや、権利擁護に関わることについ

ては、日々勉強しながら仕事させていただ

いていますが、障がい者の差別解消だと

か、合理的配慮といったところに関して

は、私自身があまりよく理解していなかっ

たなというところがありまして、学べたこ

と、昨年１年間に知識として得ることがで

きたことを職員に共有させていただいてお

ります。また今年は２年のうちの後半の１

年というところで、今後どういう風に成果

をまとめて出していくか悩ましくもありま

すが、みなさんと一緒にこの会を有意義な

ものにできたらと思っておりますので、今

年１年どうぞよろしくお願いいたします。 

では、まず資料２の活動計画をご覧くだ

さい。計画をみなさんと一緒に共有してい

きたいと思います。 

部会の目的は大きく３つです。 

１つ目、「地域における障がい者の権利

擁護に関する連携と調整を目的とし、障が

い者の権利擁護支援に関する事例や事案に

ついて関係者と情報を共有すること」 

２つ目、「障害者差別解消支援地域協議

会の機能を兼ね、差別解消や合理的配慮に

ついて協議すること」 

３つ目、「成年後見制度等の権利擁護支

援の促進、障がい者の虐待防止と早期発見

のための連携体制の構築を目指すこと」 

今期及び今年度の重点課題は次の通りで

す。 

（１）「障がいのある方の権利に関する

現状の把握と今後の計画」 

意思決定支援等、障がいのある方のニー

ズの実現、権利侵害等の現状を把握し、権

利擁護に関する施策の動向やトピック、各

団体、事業所、区の現状や課題、計画など

を共有し情報を整理します。 

（２）「障がい者の差別の解消及び合理

的配慮について」 

障害者差別解消法の改正により民間事業

者における合理的配慮の提供が義務化され

たため、提供に向けて障がい特性への理解

を深める取り組みや効果的な相談体制のあ

り方を検討します。 

（３）「成年後見制度・権利擁護支援の

促進について」 

中核機関による事業所職員向けの講座の

取り組みにより、制度利用に結びついた事

例を取り上げ、取り組みの現状と課題、今

後について検討します。 

（４）「障がい者の虐待防止と早期発見

のための連携体制の構築について」 

事業者虐待・養護者虐待の現状や課題、

虐待防止及び早期発見のための取り組み、

養護者支援の実施について事例を交えなが

ら検討します。こちらは主に本日行うテー

マです。 

今後の予定に関して、第１回は本日で、

第２回については日程等未定ですので、決

まりましたら事務局からご案内させていた

だきます。それでは、議事２「足立区の虐

待対応窓口について」です。事務局のから

説明をお願いいたします。 

 

（２）足立区の虐待対応窓口について 

〇和田事務局員 

障がい援護課 基幹相談・権利擁護係長の

和田でございます。私からは、足立区の虐

待通報受付の流れについてご説明いたしま

す。 

まず初めに、虐待の通報窓口というとこ

ろで、リーフレットをご準備ください。最

後のページに電話番号が書かれているとこ
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ろをご覧いただきますと、昨年度改変をし

ておりますので、ご案内したいと思いま

す。障がい者虐待では、虐待の発見、疑い

がある場合、速やかな通報が求められま

す。足立区ではこれから申し上げる窓口を

通報受付機関としています。障がい福祉課 

虐待防止・事業者指導担当、障がい者虐待

防止センター、障がい援護課は身体・知的

障がい中心、各保健センター等が精神障が

い中心、我々の部署である障がい援護課基

幹相談・権利擁護係も新しく加わった部署

ですので、こちらでの通報受付もしており

ます。あしすと、障がい福祉センターの自

立生活支援室も通報受付機関となっており

ます。緊急時、夜間・休日は区役所代表電

話に、命に関わる場面では警察への連絡が

推奨されています。これらの窓口は障がい

種別が特定できない場合でも通報受付機関

となります。  

 障がいのある方の虐待通報があった場合

の流れについては資料３をご覧ください。

通報受付機関はリーフレットの通りで、通

報された内容について、虐待が疑われる加

害者の種別によって対応機関がわかれま

す。 

養護者による障がい者虐待の対応機関と

しては、知的・身体障がいは障がい援護課

基幹相談・権利擁護係、精神障がいは各保

健センターです。区が事実確認を行い、緊

急性の判断を行った上で、障がいのある方

の保護などを行います。通報者の秘密は厳

守され、不利益な取り扱いは受けません。

特に養護者虐待に関しては、養護者である

ご家族の支援も大事な視点として行いま

す。 

障がい福祉施設従事者等による虐待につ

いて、知的・身体障がい者虐待の対応機関

としては障がい福祉課虐待防止・事業者指

導担当、精神障がいについては中央本町地

域・保健総合支援課精神保健係であり施

設、事業所には事業所の虐待防止委員会設

置や職員研修も求められています。 

使用者、雇用主等による虐待の通報先は

区または労働局です。 区で通報を受けた場

合は、東京都に情報が送付され、その後国

の労働局に回ります。使用者虐待の対応部

署としてはハローワーク、労働基準監督署

などがあり調査を行い、事業主への指導や

職場環境の改善につなげます。区ではご本

人の保護に関わる場合もございます。ハロ

ーワークの鈴木委員には、このあとハロー

ワークの状況など補足で説明いただけると

助かります。 

現行の体制は２年目で、昨年度の変更点

は２点あります。 

１点目は、障がい福祉課内に「虐待防止

事業者指導担当」を設置しました。虐待防

止に関する取りまとめ役を担い、施設事業

所対応に特化し、支援体制を強化しまし

た。 

２点目は、障がい援護課内に身体・知的

障がいの分野を中心とした「基幹相談・権

利擁護係」を新設しました。養護者虐待へ

の対応と養護者支援を行いつつ、成年後見

制度や相談支援事業者への基幹相談として

の働きかけ、地域生活支援拠点等の取り組

みを一体的に行える体制とし、権利擁護支

援の充実を図りました。 

こうした体制について、養護者と事業者

で対応方法が異なるため、専門性が高まり

分化したのは良かったという肯定的な意見

も聞かれています。 

一方で、「窓口が多様でわかりにくい」

「周知が不足している」「それぞれの連携

体制や事例の集積はどうなっているのか」

といった意見も伺っています。 

本日の部会では、虐待の芽を摘み、また

安心して支援を受けられる体制をつくるた

めに、どのような取り組みが必要か検討し

ていただければと思います。区の実施体制

も含め、委員の皆様から率直なご意見をい

ただければ幸いです。よろしくお願いいた

します。 

 

○平部会長 

 ありがとうございました。それでは、ハ

ローワークの鈴木委員、使用者虐待の現状

についてお話いただきたいのですが、いか

がでしょうか。 

 

〇鈴木智明委員 

ハローワークの鈴木と申します。使用者
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虐待についてですが、国ではハローワー

ク、労働基準監督署、雇用環境・均等部が

関係してきます。労働局の中に雇用環境・

均等部がございます。区市町村が虐待通報

を受けた際には、まず東京都福祉局に、そ

して東京都から東京労働局雇用環境・均等

部に連絡が来ます。雇用環境・均等部が、

経済的虐待、心理的虐待、性的虐待、個別

紛争解決促進法に基づく助言やあっせんと

いった内容に応じて各担当部署に連絡をし

ます。 

ハローワークの窓口や労働基準監督署の

窓口、労働局の総合労働相談コーナーで相

談を受け付けた場合、全て一旦東京労働局

の雇用環境・均等部に連絡を行います。経

済的虐待は、主に賃金未払いなどの場合に

労働基準監督署、心理的虐待は、暴言、暴

力、無視、放置などの場合にハローワー

ク、パワーハラスメントの場合は雇用環

境・均等部指導課、性的虐待、ハラスメン

トなどの場合も雇用環境・均等部指導課が

対応します。 

個別紛争解決促進法に基づくあっせんを

求められた場合も雇用環境・均等部の指導

課へ連絡がいきます。雇用環境・均等部

は、虐待内容によって担当部署を決め、担

当部署が調査を行い、その回答を雇用環

境・均等部に報告します。東京都から情報

を得た場合、雇用環境・均等部は東京都に

も結果報告を行います。 

実際、ハローワーク足立では、虐待の相

談はほとんどありません。虐待を発見した

らすぐに通報ということですが、職業相談

の窓口で虐待を受けたというところまでの

把握や通報に至るケースはそれほど多くは

ありません。 

今、多いのは、合理的配慮義務に関する

相談です。障害者差別解消法の改正により

民間事業者における合理的配慮の提供が義

務化されたことで、昨年の４月以降、東京

労働局全体で合理的配慮義務の相談が増え

ています。障害者雇用促進法においては、

もっと以前から雇用関係での合理的配慮義

務が施行されていましたが、障がいのある

労働者の方々は、昨年４月の障害者差別解

消法による合理的配慮義務施行によって雇

用場面でも義務化されたと認識された方が

多いようです。一方、合理的配慮義務の中

でも雇用主、企業の過重負担が問題となる

場合があります。障がい者本人はこういっ

た配慮をして欲しいと求めますが、企業側

は資金面や人員面で配慮が難しい場合があ

ります。そうした場合、お互いの話し合い

による相互理解が重要になります。企業と

して、資金面や人員面でできないとして

も、「ここまでならできる」という代替案

を提示し、労働者側と話し合うことが解決

の鍵となります。また、ハローワークに相

談に行ったと会社に伝えることで、解決す

ることもあります。企業の中には、合理的

配慮義務が法律で義務化されていることを

認識している企業と、全く認識していない

企業があります。もし義務を怠っていれ

ば、それは障害者雇用促進法違反となり、

指導対象になります。ただし、全ての配慮

が実現できるわけではなく、会社側の配慮

できる範囲と労働者側の配慮して欲しい範

囲の折り合いを話し合うことが重要です。 

虐待案件に関しては、東京労働局やハロ

ーワークで事案として発見・通報されるこ

とはあまりありません。一方、合理的配慮

義務に関する相談は、各ハローワークで昨

年以降かなり多く受けている現状です。以

上になります。 

 

〇平部会長 

どうもありがとうございました。通報窓

口についての質問もあるかと思いますが、

そちらは議事３の意見交換の際にお伺いし

ますので、これから議事３に進めさせてい

ただきます。 

 

（３）障がい者虐待防止に関する意見交換 

〇平部会長 

議事３番「障がい者虐待防止に関する意

見交換」です。資料４の「事例検討にあた

って」をご覧ください。こちらを読ませて

いただきます。 

テーマ選定の背景は、昨年度の部会で、

委員の方から「虐待等への対応には、行政

や権利擁護センターとのしっかりした連携

がとても重要だと感じている。ただ、個別
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の事案では連携できていても、地域全体と

しての課題や情報を共有できる場が少ない

印象がある。自立支援協議会だけでなく、

もっと広い枠で情報を発信・共有できる方

法や場を考えていく必要があるのではない

か」という意見がありました。こうした声

を踏まえ、今回の部会では次のことをテー

マにしています。 

１つ目は障がいのある方への虐待防止と

早期発見をテーマに、現場で感じている課

題、通報・相談の流れや事例を通して共有

し、より明確な体制づくりにつなげるこ

と。 

２つ目は養護者あるいは施設従事者等に

よる虐待を未然に防ぐにはどんな取り組み

ができるか、また虐待が起こった後の対応

や支援のあり方についてもみなさんと一緒

に考えること。 

３つ目は課題に対応するために、どこか

らどのような対象に情報発信や共有をする

のが効果的か、その点も検討すること。 

次に事例検討ですが、「虐待を防ぐに

は、どんなことができるか」をみなさんと

一緒に考えたいと思っています。誰かを批

判したり、責任を問うたりすることが目的

ではありません。 

今回の部会には様々な立場の方が参加さ

れています。ご家族の立場では家庭内での

感覚と外からの見え方にギャップがある場

合もあるでしょうし、事業所や支援者の立

場からすると日々の支援の中でジレンマを

感じるようなこともあるかもしれません。

身近に事例がない方も、「自分だったらど

う感じるか」という視点から、感じたこと

などをぜひ聞かせていただければと思いま

す。想像力と共感を持ち、安心して意見交

換できる時間にしたいと思っています。 

それでは、さっそく事例に入っていきた

いと思います。まず１つ目の事例、施設従

事者虐待の事例です。施設従事者虐待の事

例について、小川オブザーバと田中係長か

ら説明をお願いいたします。 

 

～個別事例検討開始～ 

 

〇小川オブザーバ 

障がい福祉課の小川です。よろしくお願

いします。私は、障がい者の施設等で働か

れている方から、障がい者が虐待を受けて

しまった場合の対応をする部署でございま

す。 

現状と課題について、資料に書かれてい

る通りですが、かなりまとめて書いており

ます。障害者虐待防止法における区の役割

は、虐待を疑われる通報があった場合に、

「なぜそういったことが起こったのか、事

業所内で見直し、振り返ってください」と

いうきっかけを与えることです。罰則を与

えたり、犯人を追及したりする立場ではあ

りません。我々は事業所に行って対応しま

すが、その対応の仕方は様々です。 

特に目立つ事例として、障がい特性の理

解不足が虐待につながっているケースがあ

ります。必ずしも福祉の勉強や障がいの勉

強をしてこなかった方が働いている場合で

も、自身の感覚や経験で障がい者に接して

しまい、そこから虐待が起こってしまうこ

とがあります。 

 

（以下、事例詳細は非公開） 

 

〇田中事務局員 

中央本町地域・保健総合支援課精神保健

係の田中と申します。よろしくお願いしま

す。 

私の部署は精神障がいの方の施設従事者

からの虐待通報を担当しています。精神障

がいに関しても、施設従事者等の支援する

側の障がい特性の理解の不足が虐待通報に

つながっているケースが多いと感じていま

す。 

 

〇平部会長 

小川係長、田中係長、ありがとうござい

ました。それではこれから、この２事例に

関しての意見交換を行いたいと思います。  

ご意見いただくのは、次の２点です。 

１つ目は、「未然に防ぐために、施設従

事者の障がい理解をどのように進めていく

か」。２つ目は、「事案の発生後、被虐待

者、障がいサービス従事者（虐待者）に対

するアプローチはどのようなものが考えら
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れるか。知的・身体・精神の事業者虐待を

含め、全部含めて２０分で議論いただき、

その後５分間で共有の時間としたいと思っ

ております。各グループの司会進行は各グ

ループの事務局でお願いいたします。それ

では議論を開始してください。 

 

～グループディスカッション～ 

 

〇平部会長  

お時間となりました。それではまず何名

かの委員の方からご意見を伺い、その後で

各グループで出た意見についてお話いただ

く流れにしたいと思います。まずは、Ａグ

ループの父母の会の鈴木委員、ご意見伺っ

てもよろしいですか。 

 

〇鈴木真理子委員 

障がいも性格のように個々に違うので、

支援方法も様々変わっていくため、それを

職員の方々が共通理解していくのは難しい

と感じます。離職率も高く、職員同士の横

の連携がうまくできていない、１日の振り

返り等ができていない、なかなか時間がと

れないのではないかと感じます。 

自身の子どもの経験でも、支援者の思い

から利用者に強要してしまう例もありまし

た。ヘルパーが「あなたは細いんだからも

っと食べなきゃだめよ」と、うどんにプラ

スして天ぷらを何種類も取らせ、コーラを

飲みたいと言ったのに「コーラはだめ、

水」と言って水を運んできた例がありまし

た。当時はまだ障害者虐待防止法もなかっ

た時代ですが、そういった経験がありま

す。 

 

〇平部会長 

鈴木委員、どうもありがとうございまし

た。では、Ｂグループの長門委員、いかが

ですか。 

 

〇長門委員 

Ｂグループの長門です。 

やはり、障がい特性を理解するというの

が大前提なのだと感じました。周りの支援

者が、障がいのある方がどういった障がい

が個々にあるかを理解すべきだという点。

また、支援者についてはその価値観を押し

付けないというところが大切だと話しまし

た。 

食事の食べ方一つでも、中沢オブザーバ

の話にありましたが、最終的に全部食べて

いても、例えばご飯だけ先に全部食べてそ

の次は味噌汁、おかずを最後に食べる、と

いった食べ方をする方もいらっしゃいま

す。一般的にはいろいろなものを少しずつ

平均的に食べましょうと、学校給食などで

言われ、その価値観を利用者に押し付けて

しまうこともあると思います。共通する支

援の仕方がよいのかもしれませんが、それ

も人によって障がいの特性により異なるの

で、本当に一律で良いのかは疑問です。 

アプローチの部分については、グループ

でしっかりと話ができたわけではありませ

んが、虐待している人がそれを虐待だと認

識しているのかどうか、その部分の差が改

善につなげていくうえで非常に大事と感じ

ました。正しく虐待を理解するために、教

育や研修の場面を設けないと、改善や虐待

防止にはつながらないと思います。 

現場ではそういう教育をする時間がない

とよく聞きますが、支援にとって大事なこ

となので、その時間は確保していただきた

いと思います。 

 

〇平部会長 

長門委員ありがとうございます。では、Ｃ

グループの堀田委員、いかがですか。 

 

〇堀田委員 

希望の苑の堀田と申します。よろしくお

願いいたします。事業所の中でも、障がい

理解や虐待の知識を深めながら、個々の障

がいについて理解をするということも行っ

ていますが、もっと深めていかなければな

らないと考えています。 

自分の価値観、職員個々の価値観は違い

ますが、職場の価値観というものを作り出

しながら事業を進めていかなければならな

いと感じています。 

簡単に「人材育成」とは言えないです

が、知識と経験を深めていきながら、利用
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者の権利や人権を守り、虐待を発生させな

い、あるいは権利を大切にしていくような

支援が重要です。そのためには、時間と労

力をかけて進めていかないと、障がい者虐

待や障がい者の支援は難しいのではないか

と感じています。 

 

〇平部会長 

ありがとうございます。 

それでは、次に各グループで出たその他

の意見について、各グループの事務局の方

から共有をお願いします。ＡＢＣの順番で

お願いします。Ａグループいかがでしょう

か。 

 

〇荒井事務局員 

Ａグループ障がい福祉課の荒井です。こ

れまで皆様からいただいた意見がほとんど

なのですが、障がいの理解は、一般的、概

論的な理解に加えて、個々の障がい者の障

がい特性などを理解することで初めて適切

な支援につながるのだと思います 

ですが、職員の離職率が高かったり、定

着率が高くない中で、職員に余裕がないた

め、そうしたところを職員同士で相談し合

ったり、振り返りができるようなところま

で至っていないのではないかという話が出

ました。 

ハローワークの取り組みとして、障がい

者の虐待相談を受ける部署で、事例があっ

た際には、必ず障がい者雇用の支援者、企

業向けの担当職員と共有するようにしてい

る点と、年２回必ず職員向けの研修がある

という点がありました。１回の研修ではな

かなか難しいので、継続して研修を行うこ

との必要性を感じました。 

 

〇平部会長 

ありがとうございます。Ｂグループいか

がですか。 

 

〇飛田事務局員 

Ｂグループ、障がい福祉課の飛田です。

先ほど長門課長からもありましたが、障が

いはひとりひとりで特性が違います。 

そのため、ひとりひとりを理解してもら

い、職員個人の価値観ではなく、職員全員

で共通の支援をしていくことが大切だとい

う話がありました。ただ、人手不足や時間

の余裕がないというところで、そこまでた

どり着けていない事業者が多いのが課題だ

という話が出ました。以上です。 

 

〇平部会長  

ありがとうございます。Ｃグループお願

いします。 

 

〇田中事務局員 

Ｃグループ精神保健係の田中です。私た

ちのグループでは、ご本人と支援者との意

見のすり合わせをしていくことが必要であ

るという話が出ました。お互い多少の不満

はあるけれども、どこまで譲り合えるかと

いうところの調整で、間に計画相談が入っ

ているということです。計画相談の立場だ

と、事例のような話を聞くことは多く、本

人からは苦情が入るが、苦情を言われてい

るヘルパー側からすれば「そこまで言われ

ても」という部分もある。そこを上手に間

に立って、「ここまではできますね」とい

う両者間のクッション的な役割が重要だと

いう話が出ました。少しの不満が膨らんで

いくと最終的に虐待につながることもあり

ますので、間に立ってくれる人も大事だと

いう話が出ました。 

 

○平部会長 

 事務局かグループ検討全体のふりかえり

をお願いします。 

 

〇和田事務局員 

（以下、ホワイトボードまとめ）を説明 

① “従事者の障がい理解を深めるには” 

・ 障がい特性の理解が前提 

・ 「一律の対応」は避ける 

（例：「コーラはダメ」「水だけ」 

「食べる順番」などの押しつけ） 

・ 個別のニーズに応じた支援が必要 

・ 職場内の価値観づくりと連携、職員同

士の「横のつながり」が重要 

・ 個人の見解で対応せず、チームで支え 

る文化を育てる 
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・ 継続的な学びの場の提供 

・ 日常的な相互交流と、定期的な研修の 

両立が必要 

・ 小さな不満が積み重なる前に、クッシ

ョン役を担う人材の配置 

② 虐待事案発生後の虐待を受けた人への 

  アプローチ 

・ 計画相談支援を通じて、適切な対応に

つなげる 

・ 苦情対応やヘルパーとの関係性の見直 

  し 

・ 親や家族との関係性も含めた支援が必

要 

③ 虐待事案発生後の従事者への対応 

・ 本人が「虐待」と認識できるよう支援 

・ 時間的余裕の確保が重要（過重労働が 

虐待リスクを高める） 

③ ネットワークや地域でできること 

・ 地域資源の活用と連携 

・ 地域ネットワークを通じた情報共有と 

支援体制の構築 

・ 外部との連携により、施設内だけで抱 

え込まない仕組みづくり 

みなさま、ご意見ありがとうございま

す。個の部分を大事にするというところが

ある一方で、人材確保の難しさ、職員さん

にも個々の価値観がある中で、職場でのす

り合わせが大事だというご意見が各グルー

プ共通していたと思います。 

区として、虐待防止や権利擁護のため

に、どこから、誰に、どのような働きかけ

をしていくかについては、このような根源

的なテーマを見据えながら、事務局でも今

後検討していきたいと思います。ご意見あ

りがとうございました。 

 

〇平部会長 

それでは続きましては、養護者虐待の事

例です。先ほどは施設従事者虐待の事例で

したが、続いて養護者虐待の事例について

事務局の方からご説明をお願いいたしま

す。 

～個別事例検討開始～ 

 

〇村滝事務局員 

障がい援護課基幹相談・権利擁護係の村

滝と申します。私たちの係では、知的障が

いの方、身体障がいの方の養護者虐待の対

応や、養護者支援を行っております。 

現状としては、障がい者の権利擁護支援

への意識の高まりや、関係機関、事業所や

警察等の通報の徹底等を背景に、養護者に

よる虐待に関する通報・届出件数は増加傾

向にあります。 

令和５年度の厚生労働省の全国調査結果

において、相談・通報件数は、９，９７２

件、対前年度１５．３％の増、虐待判断件

数は、２，２８３件、対前年度７．５％の

増、被虐待者数は２，２８５人、対前年度

７．３％の増、といずれも増加傾向です。 

虐待の発生要因としては、「家庭における

被虐待者と虐待者の虐待発生までの人間関

係」が４３．０％と最も多く、「虐待者が

虐待と認識していない」が４１．３％、

「虐待者の知識や情報の不足」が、２３．

７％、「虐待者の介護度や支援度の高さ」

が２３．３％という順になっています。 

私たちの係の課題としては、これまでの

ご家族の関わりや考えが権利侵害や虐待に

つながってしまう事例も存在することで

す。今回提示した事例は、個別的な情報を

排除するため、複数の共通課題を持つ類似

事例から内容を再構成したものです。 

 

（以下、事例詳細は非公開） 

 

〇平部会長 

それでは、これから意見交換を行いたい

と思います。ご意見いただくのは、１つ

目、「虐待・権利侵害を未然に防ぐために

はどのような取り組みが必要か」と、２つ

目、「事案の発生後、養護者や被虐待者に

対する支援はどのようなものが考えられる

か。アプローチの上でどのような点に留意

する必要があるか」、この２点です。 

それでは、これから約１５分間、意見交

換の時間としたいと思います。各グループ

の司会進行役は、先ほどと同じ事務局の方

にお願いしたいと存じます。それでは議論

を開始してください。 

 

～（グループディスカッション）～ 
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〇平部会長 

皆様、お時間になりましたので、また先

ほどと同様、各委員の方からまず個別に、

ご意見を伺ってみたいと思います。では、

Ａグループからハローワーク足立の鈴木委

員、ご意見いかがですか。 

 

〇鈴木智明委員 

ハローワークの鈴木です。ハローワーク

での事案とはかけ離れた案件で、ハローワ

ークの現場では扱わない事案なのですが、

お話を聞いていて、やはり権利擁護の視点

で、虐待にも発展するからこそ権利を擁護

するという視点で関わっていくことが大事

だと思いました。事例の種類としては、ハ

ローワークが介入するのは難しいと感じま

した。以上です。 

 

〇平部会長 

鈴木委員、どうもありがとうございま

す。では、続きましてＢグループ、佐藤委

員、いかがですか。 

 

〇佐藤委員 

事例について、虐待防止と権利擁護のた

めに成年後見制度の利用が考えられるので

すが、おそらく家族の側にそこまで進める

エネルギーがなかったり、親族ではない専

門家に成年後見を頼むと毎月２万円かかっ

てしまったりという金銭的なブレーキもあ

ると感じます。 

成年後見制度は現在、パブリックコメン

トの受付がある中間試案が出ているところ

ですが、数年後には法改正で大きく変わる

と言われています 

平部会長からご説明いただければと思い

ます。 

 

〇平部会長 

成年後見制度の見直しについて解説しま

す。大きく変わると思う点は、現行制度で

は成年後見人に選任されたら、ご本人が亡

くなるまで後見制度が続くのですが、後見

制度の必要がなくなったら終了することが

可能になるというところです。専門家の

方々が意見交換し、考えてくださっていま

す。知的障がい等の方でよくあるのが、相

続の関係で後見制度が必要ですが、それが

終われば家族だけで十分本人を支援してい

けるというケースがあります。特に負の財

産の場合、相続放棄を行いたいが、障がい

があるため自身で手続きができず、後見制

度が必要になるという相談もあります。そ

うしたケースで、その部分だけ後見人が手

伝えば後見制度利用を終えることができる

というのは非常に良いと思います。 

また、よくある相談として、定期預金の

解約や、自宅を売却しないと施設に入るお

金が捻出できないといったケースがありま

す。それらを終えられれば親族で支援がで

きるのに、銀行からは「本人でないと解約

できない」と言われます。本人が障がい、

高齢のため署名できないことになると、銀

行は必ず後見人をつけるように言うため、

制度が今後変わっていくのは非常に良いと

思います。 

現在、後見、保佐、補助という３つの類

型がありますが、このあたりの見直しも一

つのポイントになるという話は聞いており

ます。 

 

〇佐藤委員 

平部会長ありがとうございます。 

事例については、ご家族の中だけでずっ

と育ててこられ、支援を続けていらっしゃ

ったのだと思います。そうすると、やはり

「支援を受けると余計にお金がかかるから

いつまでも同居していたい」と言う方はよ

くいらっしゃると思います。本人に「自立

したい」という意思がある場合は、良い

「相談支援」につながれば、その方がいろ

いろやってくれるのではないかと思いま

す。ただ、そこにつながるまでの支援も必

要では、という話がありました。 

 

〇平部会長 

佐藤委員、ありがとうございます。で

は、Ｃグループ小杉委員からいかがです

か。 

 

〇小杉委員 
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成仁病院の小杉と申します。よろしくお

願いいたします。私は相談支援専門員とい

う立場でこのグループに参加させていただ

いていますが、グループの中で話を聞いて

感じたところとして、使えるサービスを知

らない方々がまだたくさんいらっしゃり、

情報が届いていないこと自体が問題だと強

く感じました。新しく立派なリーフレット

があり、よく読んでみると本当に様々な相

談窓口が整備されていて良いことなのです

が、その反面、「どこに相談してよいのか

悩んでしまい、相談するのが上手でない方

は一歩引いてしまう」ということを考える

と、もったいないと感じました。 

 

〇平部会長 

小杉委員、どうもありがとうございま

す。それでは、各グループで出た意見につ

いて、各グループの事務局の方から発表を

お願いします。またＡＢＣの順番でお願い

します。Ａグループお願いします。 

 

〇荒井事務局員 

Ａグループ障がい福祉課の荒井です。 

事例に共通して、親御さんたちが「親な

きあとの生活」を想像し、子どもの将来を

どうしていくかを考えていくことが大事な

のではないかという意見が出ました。た

だ、ＳＯＳを出してくれる方は支援につな

げられますが、相談のきっかけがなく、困

っている方もたくさんいるのではないかと

いう話も出ました。 

虐待や権利侵害を未然に防ぐことについ

ては、先ほどハローワークの鈴木委員から

もお話がありましたが、未然に防ぐという

よりは、ご本人の権利擁護をどのようにし

ていくかという取り組みが必要だというご

意見もありました。また、親なきあとの生

活を親御さんが想像する際に、今、情報が

たくさんある中で、正しい情報とそうでな

い情報が溢れており、そこを親御さんたち

が選択して考えていくのが大変だというこ

とを個人的に感じました。以上です。 

 

〇平部会長 

ありがとうございます。Ｂグループお願

いします。 

 

〇飛田事務局員 

２つの事例を通して、今の高齢世代の親

御さんは、働いて来られずに、お子さんの

介護等をされてきた方が多いという話があ

りました。そのため、お子さんの年金も含

めて生活されている方や、「家族一体で、

一緒に住んでいたらお財布も一緒」という

価値観を持つ家庭もある中で、ご本人が虐

待としてＳＯＳを出さなければわからない

事例だろうという意見が出ました。支援に

つながっていれば第三者が入って気づくも

のですが、そこが支援につながるまでが課

題なのだという意見が出ました。そして、

成年後見制度ですとか相談の窓口の周知が

大切だという意見が出ました。以上です。 

 

〇平部会長 

ありがとうございます。Ｃグループの田

中係長お願いします。 

 

〇田中事務局員 

Ｃグループの田中です。支援を受けるこ

とが恥ずかしいと感じる年代の方では、そ

もそも支援を拒否する方が多いという話が

出ました。そのようなケースに対しては、

支援を途切れさせないようにすること、そ

して「家族だけで抱え込まなくてもよいの

だ」という安心感を与え、少しずつケース

と関わりを持ちながら適切な支援につなげ

ることが大事だという話が出ました。以上

です。 

 

○平部会長 

 事務局これらのグループ検討で出た意見

についていかがでしょうか。 

 

〇和田事務局員 

（以下、ホワイトボードまとめ）を説明 

「虐待・権利侵害を防ぐために必要な視点」 

“本人が権利侵害に気づける環境づくり” 

・ 本人が「権利侵害」に気づいていないケー

スが多い（潜在的な事例が多数） 

・ 正しい情報へのアクセスが不可欠（生活
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費、契約、支払いなど） 

・ 親亡き後の生活設計においても、権利擁護

の視点が重要 

・ 意思決定支援の重要性 

・ ＳＯＳが表面化していないことも 

“チームでの気づきと支援体制” 

・ 個人では気づきにくい権利侵害も、チーム

で関わることで発見しやすくなる 

・ 支援者が「気づける力」を持つことが重要 

・ 生活での違和感（例：生活費の使い方、依

存的な関係）を見逃さない 

“成年後見制度の活用と限界” 

・ 成年後見制度は有効な手段だが、利用には

ハードルがある（費用負担・専門職後見人

へのアクセスが困難、制度の見直し） 

・ 相続・契約・金銭管理の課題（定期購買や

契約の継続など、本人の意思が反映されて

いないケースもある） 

“情報アクセスと支援のつながり” 

・ 利用可能なサービス情報が届いていない 

・ 窓口が複雑でどこに相談すればよいか分

かりにくい 

・ 相談支援専門員などが、生活設計や意思決

定支援に関与することが望ましい 

「虐待発生後の支援の留意点」 

・ 被虐待者への支援は、単なる「対応」では

なく、権利回復・生活再建の視点が必要 

・ 家族内の関係性が複雑な場合、介入が難し

いこともある 

・ 支援につながるまでの「間」の支えが重要

（クッション役、信頼関係の構築） 

・ 「家族等が働くことが難しかった時代」等

も理解しながら支援。 

・ 権利擁護は、制度だけでなく、日常の関わ

りの中で育てていくもの。 

ご意見ありがとうございます。まさに、

所管で日々悩みながら対応しているところ

について、みなさまに考えていただきあり

がとうございました。 

成年後見制度はあるけれども、十分に周

知されておらず、使いにくさがあるという

ところが、問題の背景にあると思います。

平部会長と中核機関や区として、どういう

風にできるのか考えていきたいです。 

成年後見制度も含まれますが、権利擁護

を進めるというところがいちばん大切だと

感じました。ご本人もご家族も、虐待や権

利侵害に気づいていないところから始まっ

ている場合も多いです。そのため、意思決

定支援の普及も大事です。我々はそういう

事態がわかると虐待通報として関わり始め

ますが、そもそも家族が支援者との関わり

や権利擁護の制度等の情報を十分に持って

いない状況の中で、区の介入があること

が、虐待というマイナスなものではなく、

逆に安心感につながるということ、そうい

うメッセージを、対応の時にどれだけ発信

できるのかというところは工夫していきた

いと感じました。本当にご意見ありがとう

ございました。 

 

（４）すこやかプラザあだちについて 

〇平部会長 

では議事４、すこやかプラザあだちにつ

いてです。私のほうからご説明させていた

だきます。パンフレットをご覧いただけま

すでしょうか。 

「すこやかプラザあだち」は４月２１日

からオープンしまして、このパンフレット

の裏面にある成年後見センターあだちが、

足立区に新しく立ち上がることができまし

た。その名の通り、成年後見制度に関する

相談を受ける窓口です。様々な方からのお

問い合わせがありますが、当事者というよ

りは、周りのご親族や知人の方、ケアマネ

ジャーさんやヘルパーさん、障がい者施設

の方など、支援者からのご相談が非常に多

いです。私たちはそうした方々からの相談

を聞かせていただき、そもそも成年後見制

度が必要な方なのかどうかも含めて、一緒

に考えていく流れとなっております。気に

なることがあれば、ぜひ気軽にご相談いた

だければと思います。 

このパンフレットは、すこやかプラザあ

だちに移転し、新しくなったことをきっか
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けに作成したもので、内容はどちらかとい

うと申立て者や支援者向けで少し難しいか

もしれません。ですので、当事者の方に訪

問して成年後見制度を説明する際は、簡単

なものや、絵が描いてある紙芝居のような

ツールもありますので、わかりやすくかみ

砕いてお話しさせていただきます。ぜひそ

ういった当事者へのご説明が必要な時は、

成年後見センターをご活用ください。 

もう１つご用意させていただいたのが、

足立区で作成しているエンディングノー

ト、「じぶんノート」、です。高齢の方等

が、自分の最期の時に向けて、自分の意向

や気持ちをまとめて置いていただくため

に、区が作成してくださっているもので

す。じぶんノートの２４ページには「地域

福祉権利擁護事業」について記載されてい

ます。私たちが成年後見センターを立ち上

げるまでは、権利擁護センターあだちで成

年後見制度と地域福祉権利擁護事業の両方

の相談を受けていましたが、２つにわかれ

た関係で、私たちは成年後見制度を、もう

１つは千住の権利擁護センターあだちで

「地域福祉権利擁護事業」を行っていま

す。 

成年後見制度と地域福祉権利擁護事業の

違いをお話しします。まず、成年後見制度

は、国の制度で、国が成年後見人を定めま

す。次に、地域福祉権利擁護事業は、個人

の方と社会福祉協議会の契約で行う制度

で、様々な手続きの支援やごく日常的な金

銭管理なども行っています。ただし、契約

でできる範囲が決まっており、取り扱える

金額も少なく、後見制度に比べるとできる

ことの範囲は限られます。また、契約能力

がある方、つまり契約を交わせる方が条件

となります。 

今回、施設の紹介も兼ねて、この会場で

初めて部会を開催しましたが、いかがでし

たでしょうか。今後の部会の会場をどうし

ていくか、事務局から意見を聞いてほしい

という相談もありました。以前のようにあ

しすとの方が来やすい、あるいは逆にこち

らのほうが車で来やすいなど、個々に意見

があると思いますが、開催場所への提案な

どがあれば、ご検討させていただきます。

何かご意見ありますか。 

 

～会場についての意見交換～ 

 

〇平部会長 

ありがとうございます。次回はあしすと

の方がよいですかね。 

以上で本日予定されている議事は終了い

たしましたので、進行を事務局にお返しい

たします。 

 

４ 事務連絡 

〇佐々木事務局員 

平部会長、どうもありがとうございまし

た。 

ここからは事務局からの事務連絡となり

ます。次回の開催予定につきましては、先

ほどもございましたように、今後日程や会

場を確認できましたところで、委員の方々

には改めてお知らせをいたします。 

また、本日の議事録につきましては、案

ができましたら、出来上がり次第委員の皆

様にお送りいたしますので、ご確認をお願

いいたします。なお、本日使用しました資

料４（「事例検討にあたって」および事

例）につきましては、回収いたしますの

で、会場に置いて退出いただければと思い

ます。 

最後に、本日車でいらっしゃった方はい

らっしゃいますでしょうか。駐車券につい

てですが、３階の受付で駐車券をお渡しし

ますので、お帰りの際にお立ち寄りいただ

ければと思います。 

それでは、以上もちまして、本日の権利

擁護部会を終了させていただきます。本

日、ご出席いただきましたみなさまにはお

忙しいところをご出席いただきまして、あ

りがとうございました。お忘れ物のないよ

うにお気を付けください。 


